
問
佐
原
税
務
署
　
☎
（54）
1
3
3
1

　
税
務
課
　
　
　
☎
（50）
1
2
4
2

　
佐
原
税
務
署
で
は
次
の
と
お
り

確
定
申
告
書
作
成
会
場
を
設
置
し

ま
す
。

■
期
間　
2
月
16
日
㈫
～
3
月
15

日
㈫
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

■
時
間　
9
時
～
17
時　
受
付
8

時
30
分
～

※
会
場
が
混
雑
し
て
い
る
場
合
は

受
け
付
け
を
早
め
に
締
め
切
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く

早
め
に
お
越
し
く
だ
さ
い

※
2
月
15
日
㈪
以
前
は
税
理
士
に

よ
る
無
料
申
告
相
談
、
所
得
税
・

事
業
税
・
住
民
税
の
申
告
相
談
を

利
用
く
だ
さ
い

復
興
特
別
所
得
税
の
計
算
を

お
忘
れ
な
く

　
平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分

ま
で
復
興
特
別
所
得
税
（
原
則
と

し
て
各
年
分
の
所
得
税
額
の
2
・

1
％
）
を
所
得
税
と
合
わ
せ
て
申

告
・
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

給
与
所
得
者
は
、
平
成
25
年
1
月

1
日
以
降
に
支
払
い
を
受
け
る
給

与
な
ど
か
ら
復
興
特
別
所
得
税
が

源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
ま
す
。

年
金
所
得
者
の

確
定
申
告
不
要
制
度

　
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が

4
0
0
万
円
以
下
で
、
か
つ
公
的

年
金
な
ど
に
関
す
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ

る
場
合
に
は
、
所
得
税
の
確
定
申

告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
も

あ
り
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

■
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど

が
あ
る
人

　
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
所
得

控
除
の
合
計
額
を
差
し
引
き
、
そ

の
金
額
に
基
づ
い
て
計
算
し
た
税

額
か
ら
配
当
控
除
額
を
差
し
引
い

て
、
残
額
の
あ
る
人
で
す
。

■
給
与
所
得
が
あ
り
次
に
該
当
す

る
人

◇
給
与
の
収
入
金
額
が
2
0
0
0

万
円
を
超
え
る
人

◇
給
与
を
1
カ
所
か
ら
受
け
て
お

り
、
給
与
所
得
以
外
の
所
得
金
額

の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

◇
給
与
を
2
カ
所
以
上
か
ら
受
け

て
お
り
、
年
末
調
整
を
さ
れ
な

か
っ
た
給
与
収
入
と
給
与
所
得
以

外
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る
人
な
ど

事
業
所
得
者
な
ど
の
記
帳
義
務

　

平
成
26
年
1
月
か
ら
個
人
で
事

業
所
得
（
農
業
含
む
）、
不
動
産
所

得
な
ど
が
あ
る
人
は
、
記
帳
お
よ

び
原
始
記
録
な
ど
の
保
存
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
白
色
申
告
の

人
、
金
額
が
少
額
で
確
定
申
告
を

し
な
い
人
も
記
帳
な
ど
の
義
務
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
書
は
自
宅
の
パ
ソ
コ

ン
で
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

か
ら
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、「
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ

ス
に
基
づ
く
電
子
証
明
書
」
を
取

得
し
て
い
る
人
は
同
コ
ー
ナ
ー
か

ら
作
成
お
よ
び
送
信
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
ｅ
‐
T
a
x
）期　日 場　所 時　間

2月1日㈪ 市役所5階大会議室 9時30分～正午、
13時～15時30分2月3日㈬・

4日㈭
小見川市民センター
「いぶき館」3階304研修室

■税理士による無料申告相談

期　日 場　所 時　間
2月2日㈫ 市役所5階大会議室

9時30分～正午、
13時～15時30分2月5日㈮ 小見川市民センター

「いぶき館」3階304研修室

■所得税・事業税・住民税の申告相談

問佐原税務署　☎（54）1331
　税務課　　　☎（50）1242

確定申告無料相談会を開催

　
年
金
支
払
額
や
所
得
控
除
の
変

化
に
よ
り
、
年
税
額
が
前
年
度
の

額
か
ら
大
き
く
変
わ
っ
た
場
合
に

は
、
こ
れ
ま
で
本
徴
収
（
10
月
、

12
月
、翌
年
2
月
）と
仮
徴
収（
4

月
、
６
月
、
８
月
）
の
税
額
に
差

が
生
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
上
、

翌
年
度
以
降
も
本
徴
収
税
額
と
仮

徴
収
税
額
に
不
均
衡
が
生
じ
る
状

態
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
本
徴
収
税
額
と
仮

徴
収
税
額
の
乖か

い
離り

を
解
消
し
、
年

税
額
を
納
期
ご
と
に
平
準
化
す
る

た
め
次
の
と
お
り
仮
徴
収
税
額
の

計
算
方
法
を
改
正
し
ま
す
。な
お
、

こ
の
改
正
に
よ
り
新
た
な
税
負
担

が
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仮
徴
収
税
額
の
算
定
方
法
の

見
直
し

　
年
間
の
徴
収
税
額
の
平
準
化
を

図
る
た
め
、
仮
徴
収
税
額
は
「
前

年
度
分
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所

得
割
額
と
均
等
割
額
の
合
算
額

（
年
税
額
）
の
2
分
の
1
に
相
当

す
る
額
」
と
な
り
ま
し
た
。

■
適
用
時
期　
10
月
1
日
以
後
に

2
月
16
日
㈫
～
3
月
15
日
㈫

佐
原
税
務
署
で

確
定
申
告
書
作
成
会
場
を
設
置

個人住民税における
公的年金からの
特別徴収制度の見直し

問税務課　☎（50）1242

特　別　徴　収
徴収月 仮徴収 本徴収

4月 6月 8月 10月 12月 2月
平成28年
度まで

前年度の2月の徴収額と同額
を各徴収月に徴収

（年税額ー仮徴収額）÷3
を各徴収月に徴収

平成29年
度から

前年度の年税額÷6
を各徴収月に徴収

（年税額ー仮徴収額）÷3
を各徴収月に徴収

公的年金からの特別徴収税額の計算方法

実
施
す
る
特
別
徴
収
か
ら
適
用

（
改
正
後
の
計
算
方
法
に
よ
り
仮

徴
収
が
行
わ
れ
る
の
は
、
平
成
29

年
度
か
ら
で
す
）。

転
出
・
税
額
変
更
が
あ
っ
た

場
合
の
特
別
徴
収
継
続
の
見
直
し

　
現
行
制
度
で
は
賦
課
期
日
（
1

月
1
日
）
後
に
市
町
村
の
区
域
外

に
転
出
し
た
場
合
や
、
特
別
徴
収

す
る
税
額
が
変
更
さ
れ
た
場
合
、

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
は
停

止
さ
れ
、
普
通
徴
収
（
納
税
通
知

書
で
納
付
す
る
方
法
）
に
切
り
替

わ
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
改

正
後
は
、
転
出
や
税
額
変
更
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
一
定
の

要
件
の
下
、
特
別
徴
収
が
継
続
さ

れ
ま
す
。

■
適
用
時
期　
10
月
1
日
以
後
に

実
施
す
る
特
別
徴
収
か
ら
適
用

　9月の関東・東北豪雨を受け、11月16日に国土交通
省利根川下流河川事務所は、「避難を促す緊急行動」の
取り組みの一つとして、洪水に対するリスクの高い区間
の点検を行いました。
　水の郷さわら水辺交流センター付近利根川堤防の点検
を、地域住民と行政機関共同により実施し、参加者から
は「参考になった」「参加してよかった」などの声があ
りました。
　国土交通省利根川下流河川事務所では、こうした取り
組みを行い、市民の皆さんと情報などを共有することに
より水害に備えています。自治会で共同点検の希望があ
る場合は、総務課まで問い合わせください。
　また、国土交通省では各市町村の洪水、内水、土砂災
害などのハザードマップが検索・閲覧できる「国土交通
省ハザードマップポータルサイト」を開設しています。
 http://disaportal.gsi.go.jp/

利根川堤防の共同点検を実施

問総務課　☎（50）1201
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